
　

本
年
度
の
成
人
式
を
次
の
と
お
り
行
い
ま

す
。新
成
人
の
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、新
成
人
を
祝
い
た
い
市
民
の
皆
さ

ん
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

と
き　

８
月
15
日
（
木
）

【
受
付
】９
時
30
分
～

【
式
典
】10
時
～

【
記
念
行
事
】10
時
35
分
～

【
記
念
撮
影
】11
時
35
分
～

と
こ
ろ　

庄
原
市
民
会
館

対
象
者

　

平
成
５
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
６
年
４
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
、市
内
在
住
ま
た
は

庄
原
市
出
身
の
人
。

申
し
込
み　

　

対
象
者
に
は
７
月
中
旬
に
案
内
状
を
送
付

し
ま
す
。

　

た
だ
し
、次
に
該
当
す
る
人
に
は
案
内
状

が
送
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
、生
涯
学
習
課
ま

た
は
各
支
所
教
育
室
へ
事
前
に
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

○
庄
原
市
に
居
住
し
て
い
る
が
、庄
原
市
に

住
民
登
録
を
し
て
い
な
い
人

○
庄
原
市
の
出
身
で
、庄
原
市
以
外
に
住
民

登
録
を
し
て
い
る
人

○
７
月
１
日
以
降
に
、庄
原
市
に
転
入
（
住

民
登
録
）し
た
人

祝
賀
パ
ー
テ
ィ
ー
（
成
人
式
実
行
委
員
会
主
催
）

時
間　

12
時
30
分
～
（
成
人
式
終
了
後
）

会
場　

庄
原
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル

参
加
費　

３
０
０
０
円
程
度

そ
の
他

　

西
城
町
・
東
城
町
・
口
和
町
・
高
野
町
・
比

和
町
・
総
領
町
か
ら
無
料
送
迎
を
行
う
予
定

に
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

生
涯
学
習
課
社
会
教
育
係

☎
０
８
２
４
‐
７
３
‐
１
１
８
８

電
子
メ
ー
ル　

syogai-syakai@
city.shob

ara.hiroshim
a.jp

ま
た
は
各
支
所
教
育
室

市
は
、地
域
の
声
を
施
策
に
反
映
さ
せ
る

た
め
に
、合
併
前
の
市
町
の
区
域
ご
と
に
地

域
審
議
会
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

地
域
審
議
会
で
は
、新
市
建
設
計
画
の
変

更
や
各
区
域
に
お
け
る
事
業
の
進
捗
状
況
な

ど
に
関
し
、市
長
の
諮
問
に
応
じ
て
審
議
す

る
ほ
か
、審
議
会
で
必
要
と
認
め
る
要
望
な

ど
に
つ
い
て
、市
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

各
地
区
の
審
議
会
は
、公
共
的
団
体
の
役

職
員
、学
識
経
験
の
あ
る
者
、一
般
公
募
（
３

人
程
度
）に
よ
り
選
任
し
た
委
員
15
人
以
内

で
構
成
し
ま
す
。

こ
の
た
び
、第
４
期
委
員
の
任
期
が
８
月

末
で
終
了
す
る
こ
と
か
ら
、次
期
委
員
を
募

集
し
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
に
関
心
の
あ
る
皆
さ
ん
の
ご

応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

 

●
応
募
資
格

●
平
成
25
年
４
月
１
日
現
在
、満
20
歳
以
上

の
人

●
委
員
に
な
ろ
う
と
す
る
地
域
審
議
会
の
区

域
内
に
住
所
が
あ
る
こ
と

 

●
募
集
人
数　

　

各
地
区
地
域
審
議
会
に
３
人
程
度

　
（
原
則
と
し
て
女
性
２
人
以
上
）

 

●
任
期　

　

９
月
１
日
～
平
成
27
年
３
月
31
日

 

●
応
募
方
法　

　

所
定
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し

て
、持
参
・
郵
送
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
電
子
メ
ー

ル
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
応
募
し
て
く
だ

さ
い
。応
募
用
紙
は
、企
画
課
ま
た
は
各
支
所

企
画
調
整
室
に
あ
り
ま
す
。ま
た
、市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

 

●
応
募
期
限　

　

８
月
５
日
㈪
ま
で
（
消
印
有
効
）

 
●
選
考

　

募
集
人
数
を
超
え
た
場
合
は
、原
則
、抽
選

に
よ
り
委
員
を
選
考
し
ま
す
。

 

●
そ
の
他

１
．会
議
開
催
の
都
度
、市
が
定
め
る
報
酬
を

お
支
払
い
し
ま
す
。

２
．応
募
の
際
に
寄
せ
ら
れ
た
個
人
情
報
は
、

本
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。な
お
、決
定
者
は
氏
名
・
年
齢
な
ど
を
公

表
し
ま
す
。

３
．こ
れ
ま
で
に
他
の
審
議
会
な
ど
を
含
め
、

公
募
委
員
と
し
て
選
任
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る

方
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

４
．会
議
は
年
１
回
以
上
開
催
し
ま
す
。（
本

年
度
は
２
回
開
催
予
定
）

応
募
先
・
問
い
合
わ
せ

企
画
課
企
画
調
整
係

☎
０
８
２
４
‐
７
３
‐
１
１
２
８

ま
た
は
各
支
所
企
画
調
整
室

庄
原
市成

人
式

地
域
審
議
会集

募

員
委

  　広報しょうばら｜２０１３．７月号｜ 16


